
 
  

  
   

 

 

 

 

 

    

 

 

  

          

   

 

     

        

 

 

  

                  

 

 

 

 

～ ダイヤマーク◇で減速、歩行者優先 守っていますか？ ～  

令 和 ７ 年 ５ 月 1 5 日 
浜長保険センター第 １００号 
電  話  ０７９－２４６－２５６１ 
ＦＡＸ ０７９－２４６－２５７１ 

浜長保険センター安全だより 

新緑が目に鮮やかな季節となりました。 

八十八夜(５月１日～２日)、みどりの日(５月４日)、こどもの日(端

午の節句 ５月５日)、母の日(５月11日)と主な行事がありました。

ゴールデンウイークには、ご家族お揃いで旅行、レジャーを楽しま

れたでしょうか？５月は万物が生長する時季、皆様にはますますのご

発展をお祈り申し上げます。 

ご近所の立ち話、知人との会話の中で、理解しているようでハッキリ知らない身近な交通

ルールについて、説明します。交通ルールを理解していただき、安全運転に役立てて頂け

れば幸いです。 

問  横断歩道は、歩行者が安全に横断するためにあると思うが、自転車に乗って横断歩道を通行している

が、横断歩道を自転車に乗ったまま通行しても良いのか？違反にならないのか？ 

答  横断歩道は、歩行者の横断のための場所であり、横断歩道上を通行する歩行者は、相当強力な保護

を受けます。自転車は、道路を横断しようとする場合、付近に自転車横断帯があるときは、自転車横断帯

によって道路を横断しなければなりません。(道交法第 67 条の６、第 67 条の７) 

   付近に自転車横断帯がなく、横断歩道がある場合には、自転車に乗って横断歩道により道路を横断す

ることができます。ただし、横断中の歩行者がいて歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、自転車か

ら降り自転車を押して横断しなければなりません。 

     

    

 

 

 

平成 19 年道路交通法施行令の改正により、普通自転車が横断歩道により道路を横断する際、従う信

号機は人の形の記号をした灯火となったため、普通自転車と歩行者が従う信号は、同じになりました。 

    道路交通法施行令第２条(人の形の記号の青色信号) 

   １  歩行者は、進行することができる。 

   ２  普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができる。 

   と定めています。 

普通自転車とは、車体の大きさ:長さ190cm以下、幅60cm以下であり、構造:側車（補助輪を除く）を付け

ていないこと、運転者席以外の乗車装置（幼児用座席を除く）を備えていないことであり、「ママチャリ」は

普通自転車の一種であります。 

問 横断歩道を自転車に乗って通行しているとき、自動車は停止しなければ、違反になるのか？ 

答 歩行者が横断歩道を横断し、又は横断しようとするときは、横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通

行を妨げてはいけません。一時停止しなければ横断歩行者妨害違反になります。 

自転車の場合は、自転車横断帯を自転車に乗って通行しているとき、一時停止し、かつ、その通行を妨

げてはいけません。一時停止しなければ、歩行者と同様、横断自転車妨害違反になります。 

 しかし、自転車横断帯がなく、横断歩道を自転車に乗って通行しているときは、停止義務はありませんので

違反に該当しません。しかし、この場合、目前を通行する自転車があるときは、当然、減速・徐行又は停止し

て事故を回避する義務があります。交通ルール上、停止義務がないからと言って、そのまま走行してはいけ

ません。 
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